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平成 ２９ 年 ３ 月

平成 ２８ 年度 平成 ３７ 年度

１．事業概要

（１）

① 施 設

② 使 用 料

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

３８．１人／ha

平成２７年度 平成２７年度

下水道の使用料体系は、従量制、定額制、水道料金比例制、水質使用料制などに大別さ
れ、従量制には使用水量の増加に従って単価を高くする推進制をとる体系があります。本町
は従量制の累進使用料です。平成２６年度に消費税増税に合わせて改定を行いました。下記
は平成２８年３月現在の使用料です。今後は、整備完了に向けて徐々に増収となる見込みで
すが、一方で水処理施設や機器の経年劣化による修繕費用も増加していきます。状況に応じ
て、適宜料金改定を検討していきます。

平成２６年度平成２６年度

１箇所（芳賀町水処理センター）

無

２，７００円

２，７７６円

２，７７６円

２，１７８円

２，３５２円

２，４６６円

処 理 区 数 １区（芳賀処理区）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

平成２５年度に全体計画の見直しを実施し、合併処理浄化槽で生活排水処理を行うことが経
済的に有利な区域３６haを全体計画区域から削除しました。

*2 条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3 実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

処 理 区 域 内
人 口 密 度

処 理 場 数

*1 「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき

実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃

合を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）
※過去３年度分を記載

平成２５年度 実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）
※ 過 去 ３ 年 度 分を 記載

平成２５年度

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

同上

一般家庭用使用料体系の
概要・考え方

その他の使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

公衆浴場と臨時用のみ一般家庭用使用料金体系とは別途定めています。考え方については、
一般家庭用と同様です。

基本使用料
従量使用料

１０㎥まで ：１，２３４円
１０㎥を超え ２０㎥まで：１㎥につき１５４．２円
２０㎥を超え ３０㎥まで：１㎥につき１６４．５円
３０㎥を超え ５０㎥まで：１㎥につき１７４．８円
５０㎥を超え１００㎥まで：１㎥につき１８５．１円
１００㎥を超えるもの ：１㎥につき１９５．４円

公衆浴場

臨時用

２００㎥まで ：１０，２８５円
２００㎥を超えるもの ：１㎥につき２０．５円
１㎥につき１８５．１円

法適(全部適用・一部適用)
非 適 の 区 分

非適

芳賀町下水道事業経営戦略

平成１６年度
（供用開始後１２年）

芳賀町

公共下水道事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～
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③ 組 織

（２）民 間 活 力 の 活 用 等

（３）経営比較分析表を活用した現状分析：別紙のとおり

２．経営の基本方針

添付した「経営比較分析表」は、平成27年度決算書の数値によるものです。
「経営比較分析表」は、経営及び施設の状況を表す経営指標を活用し、本町の経年比較や他の類字団体との比較をす

ることができます。複数の指標を組み合わせた分析を行い、経営の現状及び過大を的確かつ簡明に把握することが可能
です。総務省公営企業三課室長通知により全国の市区町村が策定・公表しています。

今後より正確な経営状況及び財政状況を把握するため、地方公営企業法の適用についても検討していきます。

職 員 数 ４人

平成１２年度に都市計画課に公共下水道事業及び農業集落排水処理施設落排水事業を担当す
る下水道係を置き、整備を開始しました。その後、合併処理浄化槽設置整備事業を加え、平
成２８年４月１日現在、建設産業部都市計画課長以下４名で、町内の一般家庭の生活排水に
係る業務全般を担当しています。

水処理センターで処理された下水汚泥は、栃木県下水道資
源化工場において、セメント原料に加工し、再利用に努め
ています。

現在の未利用地については、水処理施設等の改築用地及び
災害対策施設用地として活用する方針を定めています。

資 産 活 用 の 状 況

ア 民間委託
（包括的民間委託を含む）

ア エネルギー利用 *4
（下水熱・下水汚泥・発電等）

イ 土地・施設等利用 *5
（未利用土地・施設の活用等）

*4 「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5 「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

公共下水道は、快適で衛生的な生活環境の確保と公共用水域の水質保全に寄与する町民の生命や財産に関わる重要な
施設です。しかしながら、これまでの建設投資に伴う公債費（元利償還金）の大きな負担、今後施設の老朽化に伴う維
持管理費の増加、人口減少等の社会情勢から、今後は更に厳しい財政状況の中での経営を迫られます。

将来にわたって、公共下水道事業の安定したサービスを提供してくため、以下の基本方針を柱として経営を行ってい
きます。

■快適で衛生的な生活環境の確保
快適で安全・安心な町民生活の確保を図るため、平成４１年度までに概成できるよう計画的に未整備地区の下水道整

備を推進します。
また、水処理センターや管きょの現状を把握して、適切に更新や修繕を行い、下水道施設の長寿命化に努めます。

■効率的な事業執行
これまでと同様に民間委託の活用により業務の効率化を図りつつ、コスト削減に努めます。
また、他団体で採用している包括的民間委託等についても今後検討します。

■収入の確保による財政基盤の強化
使用料の収納率を向上させ確実に徴収するとともに、国庫補助金や下水道事業債を適切に活用し、収入を確保しま

す。

民 間 活 用 の 状 況

現在の民間委託を継続しつつ、包括的民間委託等を検討し
ます。ＰＰＰ・ＰＦＩについては未検討です。

事 業 運 営 組 織

ウ ＰＰＰ・ＰＦＩ

現在の民間委託を継続しつつ、包括的民間委託等を検討し
ます。指定管理者制度については未検討です。

イ 指定管理者制度

施設維持管理業務（水質検査含む）、自家用電気工作物保
守管理業務、汚泥含有物検査(放射能）、処理場機械警備業
務を民間に委託しています。
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３．投資・財政計画（収支計画）

（１）投資・財政計画（収支計画） ： 別 紙 の と お り

① 収支計画のうち投資についての説明

② 収支計画のうち財源についての説明

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

■財源の目標に関する事項
未整備地区への管渠布設工事を精力的に実施するため、補助事業に係る国庫補助金を最大限活用します。単独事業費

については、受益者負担金と地方債を活用し、一般会計からの繰入金を減らします。

■使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項
未整備地区への整備拡大や芳賀高跡地宅地造成事業に伴い、公共下水道への接続が増加することから、増収を見込ん

でいます。
使用料の見直しについては、消費税増税に合わせて、適切な料金への改定を検討します。

■企業債に関する事項
管渠布設工事や処理場の増設により多額の建設改良費が必要となるため、下水道事業債を借り入れる計画としていま

す。

■繰入金に関する事項
地方債の元利償還金を基準内繰入金として、使用料賦課徴収委託料分を基準外繰入金として算定しています。この基

準外繰入金については、将来的には使用料収入で賄うことを想定しています。

■民間活力の活用に関する事項
供用開始当初より当町の水処理センター等施設の維持管理業務について民間委託をしており、現在は、長期継続契約

（５年間）により経費の削減を図っておりますが、今後は更なる経費削減のため、包括的民間委託についても検討して
いきます。

■職員給与費に関する事項
現在は、地方公営企業法非適用団体であることもあり、担当する職員の給与は一般会計で全額負担しており、本計画

では給与費を算定していません。

■修繕費に関する事項
主に水処理施設に関する機器修繕を計画的に実施しているため、平成２９年度予算をベースとして算定しています。

■委託費に関する事項
平成２９年度予算をベースとして算定していますが、整備拡大によりマンホールポンプ場の増設、水処理施設の増設

の計画があるため、維持管理業務委託料を増額しています。

■投資の目標に関する事項
平成２８年度末には整備済面積が８０ｈａとなる見込みですが、未だ未整備地区が多く残っている状況です。そのた

め、当計画では、各年度４ｈａ程度ずつ補助事業を活用した管渠布設工事を計画しており、平成４１年度概成を目標と
しています。

■管渠、処理場等の建設・更新に関する事項
管渠については、供用開始から１２年程度と経過年数が少ないため、当計画において大規模修繕は見込んでいません

が、破損の可能性が高い管渠の点検等を実施し、必要に応じて更新及び修繕を行います。
処理場については、供用面積拡大により、水処理施設の１池増設を計画しています。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

① 今後の投資についての考え方・検討状況

② 今後の財源についての考え方・検討状況

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

４． 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

毎年度、進捗管理（モニタリング）を行い、５年ごとに本戦略の見直し（ローリン
グ）を行うことにより、ＰＤＣＡサイクルを効果的に回して、事後検証及び更新を
行っていきます。

職員給与費に関する事項
現在は一般会計で負担しており、変更の予定はありません。ただし、地方
公営企業法の適用を受ける際には、経費に計上します。

動力費に関する事項
必要に応じて電力会社との契約形態を見直すなどして経費削減に努めま
す。

修繕費に関する事項
現在は独自の修繕計画に基づき修繕を実施することで費用の平準化を図っ
ていますが、将来的にはストックマネジメント計画を策定し、計画に基づ
き適宜修繕を実施していくことで経費の削減を図ります。

委託費に関する事項
統合できる委託業務の有無について再検討し、経費の削減及び効率化に努
めます。

その他の取組
水洗化の促進や、接続率向上など財源確保に繋がる経費について、費用対
効果を検証しつつ取り組みます。

薬品費に関する事項 水処理施設の維持管理委託契約に含んだ契約となっています。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理

者制度、PPP/PFIなど）
現在の民間委託を継続しつつ、包括的民間委託等を検討していきます。

資産活用による収入増加
の取組について

下水道事業基金の残高及び運用益はわずかですが、確実な運用により基金
残高の増加を図ります。

消費税増税時に使用者の適正な費用負担について検討し、料金改定を実施
する予定です。その後は５年程度を目安に見直すこととします。

使用料の見直しに関する事項

現在の民間委託を継続しつつ、包括的民間委託等を検討していきます。

資本費平準化債の活用を必要に応じて検討します。今後の施設が老朽化を
見据え、施設の最適管理を目的としたストックマネジメント計画の策定を
検討し、投資の平準化を図ります。

事業の継続性を確保するため、広域化や最適化についても検討していきます。広域化・共同化・最適化に関する事項

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項
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様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年 度 前々年度 前年度 本年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）
決 算
見 込

1 (A) 111,166 119,719 117,320 117,628 121,921 125,305 131,303 136,696 141,977 147,579 152,960 157,171

（１） (B) 25,876 28,347 30,215 31,261 32,721 33,941 36,171 38,551 40,431 42,331 44,011 44,801

ア 24,882 27,583 30,000 31,201 32,641 33,601 36,001 38,401 40,321 42,241 43,681 44,641

イ (C)

ウ 994 764 215 60 80 340 170 150 110 90 330 160

（２） 85,290 91,372 87,105 86,367 89,200 91,364 95,132 98,145 101,546 105,248 108,949 112,370

ア 81,739 83,935 85,548 86,334 89,190 91,354 95,122 98,135 101,536 105,238 108,939 112,360

イ 3,551 7,437 1,557 33 10 10 10 10 10 10 10 10

２ (D) 54,444 59,004 66,299 62,048 67,483 67,292 66,952 66,200 65,690 65,137 64,513 63,538

（１） 26,375 31,408 39,065 36,388 41,632 41,915 42,100 41,920 42,016 42,112 42,184 42,232

ア

イ 26,375 31,408 39,065 36,388 41,632 41,915 42,100 41,920 42,016 42,112 42,184 42,232

（２） 28,069 27,596 27,234 25,660 25,851 25,377 24,852 24,280 23,674 23,025 22,329 21,306

ア 28,000 27,528 27,166 25,592 25,783 25,309 24,784 24,212 23,606 22,957 22,261 21,238

イ 69 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

３ (E) 56,722 60,715 51,021 55,580 54,438 58,013 64,351 70,496 76,287 82,442 88,447 93,633

1 (F) 169,558 143,256 163,566 180,370 196,124 203,732 207,128 248,872 249,976 247,972 131,504 129,872

（１） 64,000 60,000 90,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 60,000 60,000

（２） 1,079 4,620 1,340 11,730 1,632 1,680 1,800 1,920 2,016 2,112 2,184 2,232

（３）

（４）

（５） 70,000 45,000 40,000 60,000 85,000 85,000 85,000 121,500 121,500 121,500 50,000 50,000

（６） 22,768 33,636 32,226 8,640 9,492 17,052 20,328 25,452 26,460 24,360 19,320 17,640

（７） 11,711

２ (G) 238,395 197,244 201,301 238,851 250,362 261,545 271,279 319,168 326,063 330,214 219,751 223,305

（１） 172,418 140,310 142,927 178,109 186,955 195,500 200,941 245,245 248,133 247,933 133,073 132,183

（２） (H) 54,266 56,934 58,374 60,742 63,407 66,045 70,338 73,923 77,930 82,281 86,678 91,122

（３）

（４）

（５） 11,711

３ (I) △ 68,837 △ 53,988 △ 37,735 △ 58,481 △ 54,238 △ 57,813 △ 64,151 △ 70,296 △ 76,087 △ 82,242 △ 88,247 △ 93,433

平成37年度

収

益

的

収

支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

平成34年度 平成35年度 平成36年度

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

資

本

的

収

支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

収 支 差 引 (F)-(G)

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他
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様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年 度 前々年度 前年度 本年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）
決 算
見 込

平成37年度平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度

(J) △ 12,115 6,727 13,286 △ 2,901 200 200 200 200 200 200 200 200

(K) 1,000 200 22,221 200 200 200 200 200 200 200 200 200

(L) 6,913 5,509 12,036 3,101 0 0 0 0 0 0 0 0

(M)

(N) △ 6,202 12,036 3,101 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(O)

(P) 5,509 12,036 3,101 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Q)
(Q)

(B)-(C)
(A)

(D)+(H)

(S) 25,876 28,347 30,215 31,261 32,721 33,941 36,171 38,551 40,431 42,331 44,011 44,801

（T)

(U)

(V)

(W)

(X) 1,546,949 1,550,015 1,581,642 1,620,900 1,657,493 1,691,447 121,108 1,747,184 1,769,254 1,786,744 1,760,293 1,729,171

○他会計繰入金 （単位：千円）

年 度 前々年度 前年度 本年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）
決 算
見 込

28,000 27,528 28,506 27,691 27,415 26,989 26,584 26,132 25,622 25,069 24,445 23,470

28,000 27,528 27,166 26,221 25,783 25,309 24,784 24,212 23,606 22,957 22,261 21,238

1,340 1,470 1,632 1,680 1,800 1,920 2,016 2,112 2,184 2,232

55,345 61,554 58,374 71,002 63,407 66,045 70,338 73,923 77,930 82,281 86,678 91,122

54,266 56,934 58,374 60,742 63,407 66,045 70,338 73,923 77,930 82,281 86,678 91,122

1,079 4,620 10,260
83,345 89,082 86,880 98,693 90,822 93,034 96,922 100,055 103,552 107,350 111,123 114,592

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 102.3 103.3

赤 字 比 率 （ ×100 ）

98.9 100.1 101.2 101.6

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(R)

94.1 95.8 93.1 94.0 95.6 97.6

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

平成36年度 平成37年度

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額
健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金
合 計

平成33年度 平成34年度 平成35年度
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グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

平成27年度全国平均

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。
※ 平成23年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、企業債残高対事業規模比率及び管渠改善率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

経営比較分析表
栃木県 芳賀町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
)

227.41 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 処理区域内人口(人) 処理区域面積(km

2
) 処理区域内人口密度(人/km

2
)

法非適用 下水道事業 公共下水道 Cc3 15,955 70.16

－

- 該当数値なし 18.26 78.17 2,776 2,902 0.76 3,818.42 【】

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

全体的に見ると、収益的収支比率はほぼ100％以
上で推移しており、料金収入や一般会計からの繰入
金等で総費用及び地方債償還金を賄えている状況で
ある。

しかし、経費回収率を見ると平成27年度で
87.63％と、使用料で汚水処理に係る費用を賄い切
れていない状況である。これば供用開始後10年余り
で、現在も未普及地区への管布設工事を精力的に実
施している状況であるためである。現時点の供用済
区域と全体計画面積の割合から考えると妥当な数値
であり、今後は整備完了までに100％以上を目指
す。

施設利用率についても同様で、未普及解消のほ
か、宅地造成事業や区画整理事業に併せた面整備を
実施していく予定であるため、数値は上昇する見込
みである。

水洗化率については、平成25年度に県道宇都宮茂
木線芳賀バイパスが開通したことにより下原地区の
整備を重点的に行ったため、接続が追いついていな
い状況である。今後は、同地区を含め接続促進のPR
などを行い接続率向上を図っていく。

現在の経営状況は、特に大きな問題もなく、健全
と考えられる。

「単年度の収支」 「累積欠損」 「支払能力」 「債務残高」

2. 老朽化の状況について

整備開始から15年程度、供用開始から10年余りと
使用年数が比較的浅いため、管渠等の更新時期は到
来していない。

「料金水準の適切性」 「費用の効率性」 「施設の効率性」 「使用料対象の捕捉」

2. 老朽化の状況

全体総括

経営状況としては、現状からは収益的収支比率で
は黒字となっており、大きな問題は見られない。

未普及解消に向けて今後とも整備を進めていく中
で、健全な経営が継続できるよう努めていく必要が
ある。

「施設全体の減価償却の状況」 「管渠の経年化の状況」 「管渠の更新投資・老朽化対策の実施状況」
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①収益的収支比率(％)
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0.00
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0.90
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H23 H24 H25 H26 H27

当該値

平均値

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

1,800.00

2,000.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 0.00 215.70 44.29 36.62 0.00

平均値 1,749.66 1,574.53 1,506.51 1,315.67 1,240.16

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 93.88 102.29 73.20 94.09 87.63

平均値 54.46 57.36 57.33 60.78 60.17

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 162.30 150.00 210.31 168.55 180.05

平均値 293.09 279.91 284.53 276.26 281.53

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 36.43 41.36 42.36 39.07 42.00

平均値 38.95 40.07 39.92 41.63 44.89

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 73.84 75.08 61.15 59.05 59.96

平均値 65.60 66.00 65.86 66.33 64.89

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【763.62】

【94.73】【60.01】【139.70】【98.53】

【0.23】

該当数値なし 該当数値なし

該当数値なし 該当数値なし
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